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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導波路であって、前記導波路は、入力側と、前記導波路の入力側と反対側のミラーとを
有し、前記ミラーは、前記導波路内において、定常電磁波を生成する、前記導波路と、電
磁波の局所的強度の関数として電気信号を伝える電磁線の検出手段とを備える干渉分光器
において、前記電磁線の検出手段による検出は、入力側とミラーとの間で行なわれ、
　前記干渉分光器は、
　前記検出手段が、前記導波路から電磁波の少なくとも一部を取り出すのに好適な少なく
とも１つの光学素子を備え、
　前記検出手段が、入力側とミラーとの間に分配された複数の局所検出器を備え、
　前記局所検出器が、対象とするスペクトルの低い方の値に対応する波長の４分の１より
も小さいことを特徴とする干渉分光器。
【請求項２】
　前記局所検出器は実質的に等間隔であることを特徴とする請求項１に記載の干渉分光器
。
【請求項３】
　連続する局所検出器が、対象とするスペクトルの低い方の値に対応する波長の４分の１
に実質的に等しい距離だけ離間して配置されることを特徴とする請求項１または２に記載
の干渉分光器。
【請求項４】



(2) JP 5479682 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

　前記局所検出器から送出される信号をサンプリングするとともにサンプル値信号の関数
としてスペクトルを決定するコンピュータをさらに備えることを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか一項に記載の干渉分光器。
【請求項５】
　前記局所検出器から送出される信号の関数としてスペクトルを伝えるアナログ・コンピ
ュータをさらに備えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の干渉分光
器。
【請求項６】
　導波路はシングル・モード・タイプであることを特徴とする請求項１に記載の干渉分光
器。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の干渉分光器の複数によって構成される分光結像
システムであって、複数の干渉分光器はマトリックス構成で配置され、前記複数の干渉分
光器の入力側は入力光学システムの焦点面内に配置されることを特徴とする分光結像シス
テム。
【請求項８】
　前記複数の干渉分光器は、前記マトリックス構成で一様に配置されていることを特徴と
する請求項７に記載の分光結像システム。
【請求項９】
　前記複数の干渉分光器は、前記マトリックス構成で非一様に配置されていることを特徴
とする請求項７に記載の分光結像システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子検出器の分野に関する。
　本発明は、より詳細には、電磁界についてのスペクトル情報を伝えることができる電子
検出器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、検出器には、入射光子の波長を測定する能力はない。せいぜい、超伝導トンネル
機能（ＳＴＡ）タイプの超伝導技術である。この技術は、使用方法が非常に複雑であると
ともに、得られるスペクトル分解能が限られている。
【０００３】
　また従来技術では、光子の波長を記憶して保持することができる光化学分子も知られて
いる。しかしこのような分子は、非常に狭いスペクトル・ドメインに限られており、また
費用のかかるスキャナを用いて変換する必要がある。
【０００４】
　さらに一般的に、フィールド分光が、大量の分光器を用いて２次元の検出器上に光を分
配することによって、行なわれている。
　このような現在の検出器だけでなく、すでに１８９１年にガブリエル・リップマン（Ｇ
ａｂｒｉｅｌ　Ｌｉｐｐｍａｎｎ）が提案した検出器についても述べておく必要がある。
この検出器は、ゼラチンの厚み中に存在する銀ハロゲン化物の増感作用に基づくものであ
り、ミラーを反射して定常波を形成する光によってもたらされる効果を用いている。
【０００５】
　それに関連して、従来技術において、米国特許第６０４４１０２号明細書（ラベリ）で
は、光ファイバを介して情報を送信するための方法およびシステムが説明されている。光
信号が、逆リップマン効果を用いて情報を多重化しているレーザに基づいたシステムによ
って放出される。その特許の、信号のデコーディングを扱う部分において、リップマン効
果に基づいた多重化システムが開示されている。さらに、そのレーザ放射システムのよう
に配置されている感光性媒体について説明されている。しかし効果的で実用的な実施形態
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は示されていない。
【０００６】
　この文献では、リップマン効果を利用することが開示されている。しかしそれは、レー
ザのバンド幅と同じオーダーの狭いスペクトル・ドメインに限られている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって本発明の目的は、導波路のバンド幅と同じオーダーの幅に対する従来技術の
欠点を打開することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、従来技術の欠点を緩和するために導波路内でリップマン効果を用いることを
目的とし、またこうするために、本発明では、入力側と反対側のミラーとを有する導波路
と、電磁波の局所的強度の関数として電気信号を伝える電磁線の検出手段とを備え、前記
検出は入力側とミラーとの間で行なわれることを特徴とする干渉分光検出器を提供する。
【０００９】
　好ましくは、導波路はシングル・モード・タイプである。ある程度の解像度制限が緩和
されるならば、導波路はマルチ・モードであっても良い。
　好ましくは、前記検出手段には、入力側とミラーとの間に分配された複数の局所検出器
が備わっている。
【００１０】
　好ましくは、前記検出手段には、少なくとも１つの移動型の局所検出器が備わっており
、この検出器は、入力側とミラーとの間で移動するように載置されている。
　この場合、検出器はさらに、移動型の局所検出器の位置を決定するための手段を備えて
いて、前記局所検出器の位置と電磁波の局所的強度との関数として信号を伝えるようにな
っている。
【００１１】
　加えて、前記局所検出器は、実質的に等間隔であるか、または定常波の外乱を最小にす
るために非周期関係に従って分配される。
　好ましくは、連続する局所検出器が、対象とするスペクトルの低い方の値に対応する波
長の４分の１に実質的に等しい距離だけ離間に配置される。
【００１２】
　好ましくは、検出器はさらに、前記局所検出器から送出される信号をサンプリングする
とともにサンプル値信号の関数としてスペクトルを決定するコンピュータを備えている。
　好ましくは、検出器はさらに、局所検出器から送出される前記信号の関数としてスペク
トルを伝えるアナログ・コンピュータを備えている。
【００１３】
　また本発明は、本発明の複数の検出器によって構成される分光結像システムであって、
検出器は、マトリックス構成で配置され、検出器の入力側は入力光学システムの焦点面内
に配置されることを特徴とする分光結像システムを提供する。
【００１４】
　マトリックスは一様であるかまたは非一様である。
　本発明は、本発明の実施形態の説明として単に与えられた以下の説明から、また添付の
図を参照して、より良く理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の検出器には、光導波路または「ライト・ガイド」１が備わっている。本発明の
目的上、用語「導波路」は、一般的に以下のものを指定するために使用される。中空でな
い導波路たとえば光ファイバ、または中空の導波路、またはアンテナが先に来るライン、
たとえば同軸の導波路である。導波路は、好ましくはシングル・モードまたは「モノモー
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ド」であることに注意されたい。こうしてシステムの寸法は、分析される数波長分に匹敵
し、したがって分光に対して用いられる従来技術のすべてのシステムと比べて非常に小さ
い。
【００１６】
　導波路１では、入力側１ａと出口側における反対側１ｂとが規定される。そしてミラー
２が、導波路の反対側１ｂに配置されている。
　その結果、定常波３が、導波路１内にリップマン効果によって生成される。
【００１７】
　前記定常波の強度は、Ｉ（ｘ）＝Ｉ－ｃｏｓ（４πｎｘ／λ）の形式の正弦波空間分布
に適合する。ここで、Ｉは強度、ｘはミラーまでの距離、ｎは波が伝搬する媒体の屈折率
、λは波長である。
【００１８】
　本発明の一般的な原理は、光強度の検出が可能な感光性の局所検出器を用いること、お
よび光のスペクトルを取り出すことである。
　第１の実施形態では、固定された複数の局所検出器５が導波路１の外側に配置されてい
る。前記局所検出器を作製する際には、たとえば材料として、導波路１から出てくるエバ
ネッセント波に敏感であるものを用いることができる。そして検出器５は、エバネッセン
ト波の強度をサンプリングする。
【００１９】
　当業者であれば容易に理解できるように、波長の検出が求められる場合には、検出器を
、λ／４に実質的に等しい距離だけ離間に配置して、対応する信号を再構成する。
　より広いスペクトルを検出するためには、この距離は、対象とするスペクトルの低い方
の値に対応する波長の４分の１でなければならない。その結果、低い方の波長は、それほ
ど効果的には検出されないか、または実際には干渉システムにはまったく寄与しなくなる
。
【００２０】
　スペクトルが、より狭いスペクトル・ドメインに限られている場合には、局所検出器を
離間に配置することを、狭帯域においてシャノンの定理に適合しながら干渉図形をサブサ
ンプリングするための方法などによって、行なうことができる。この場合、検出器のサイ
ズは、最短波長の４分の１未満に維持されなければならない。
【００２１】
　こうして検出器層５には、たとえば互いに等間隔の複数の局所検出器が備わっている。
しかし一様に分配されていると、波の送信がブラッグ効果によって乱される可能性がある
ということに注意しなければならない。
【００２２】
　この問題を解決するために、次のことが任意的に可能である。すなわち連続的な感光性
媒体を、導波路と、一様に離間配置された局所検出器との間に配置するか、あるいは局所
検出器を非周期的に、たとえば素数の列によって規定される間隔の組を用いて、配置する
ことである。
【００２３】
　前記検出器は、本発明の範囲を限定することなく、種々のタイプとすることができるこ
とに注意されたい。
　たとえば、検出器は、薄く形成された半導体基板上に形成された光伝導性のｐ－ｎ接合
であって、基板にはフォトダイオードと電極とが設けられており、フォトダイオードの端
子において電流を集めるようになっている。基板は、導波路１に隣接して分子付着または
粘着結合によって配置されている。
【００２４】
　また検出器は、超伝導体ワイヤを用いたマイクロボロメータのアレイを、導波路１の入
力側とミラー２との間に分配したものとすることができる。
　マイクロアンテナ、セレン・タイプの光導電体、またはジョセフソン効果タイプの光検
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出器も使用できる。
【００２５】
　特定の実施形態では、システムによって分析される最短波長の４分の１よりも小さい光
学素子を導波路の付近または導波路内に配置することで、波の一部を測定してそれをシス
テムの付近に配置された検出器（たとえば電荷結合素子（ＣＣＤ）画素など）に伝えるこ
ともできる。このような光学素子は、拡散点、ファセット、または波のエネルギーの迂回
路を生成する任意の材料またはシステムとすることができる。いったん波が導波路から取
り出されたら、前記波をリモート・センサへ送信することで、導波路内部の波の状態を表
わす遠隔検出を入力側とミラーとの間で行なうことができる。
【００２６】
　このようにして、本発明により導波路の入力側とミラーとの間で電磁線を検出すること
が、前述したように波の一部を光学素子を介して出させることによって、可能となる。し
たがって、波の一部を導波路から出させるために用いる光学素子は、本発明の検出手段の
一部である。この場合、検出は、いったんある程度の量のエネルギーが導波路から取り出
されたら、導波路から離れて行なうことができる。
【００２７】
　図３に、マイクロ波の分野での実施形態を示す。アンテナ１０が配置され、そこからラ
イン１１が延びている。ライン１１は超伝導とすることができる。ライン１１の端部はミ
ラーのように作用する。要素１２はＮ個のマイクロボロメータであり、それぞれ信号の１
／Ｎ部分を請け負う。ボロメータ間の間隔は、一様であるか、あるいはブラッグ反射を避
けるために非一様である。
【００２８】
　図４に、本原理の実施形態を、光ファイバ２０の端部上に示す。ミラー２１が、ファイ
バのコアの終わりに配置されている。局所検出器２２たとえば超伝導体ワイヤでは、ホッ
ト・エレクトロン・ボロメータ（ＨＥＢ）効果が用いられている。この効果については、
たとえば、ローマシュタイン（Ｒｏｍｅｓｔａｉｎ）らによる刊行物「ニュー・ジャーナ
ル・オブ・フィジックス（Ｎｅｗ　Ｊｏｕｒｎａｌ　Ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃｓ）第６巻、２
００４年」に説明されている。ワイヤ２３によって、エレクトロニクスとの接続が形成さ
れている。
【００２９】
　本構成は、平面導波路に対して用いられる。
　第２の実施形態（図示せず）では、検出は、入力側とミラーとの間で移動するように載
置された１つまたは複数の移動型の検出器によって行なわれる。この場合、装置には、検
出器の位置を決定するための手段が含まれている。
【００３０】
　そして、使用する移動型の検出器は、前述したタイプのものとすることができる。
　次のことが理解できる。すなわち、前述した実施形態の両方において、検出器を導波路
の外側に配置して、検出器によってエバネッセント波の強度が測定される。しかし検出器
を導波路自体の内部に配置して、定常波自体についての測定を行なうこともできる。しか
しこの場合、検出器が存在するために光の反射が生じ、この反射は補正する必要があり得
る。
【００３１】
　両方の実施形態において、検出器により検出が行なわれた後で、送出された信号をサン
プリングする。装置はさらに、局所検出器からの情報を多重化するための多重化システム
、アナログまたはデジタル処理用のコンピュータを備える。コンピュータは、プロセッサ
、マイクロプロセッサ、またはデジタル・シグナル・プロセッサ（ＤＳＰ）とすることが
できる。
【００３２】
　次に波のスペクトルが、検出器から送出される信号をフーリエ変換することによって得
られる。
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　変形では、波のスペクトルを、固定値の表に対する回帰によって得ることもできる。
【００３３】
　次に図２に、単色波に対して本発明の検出器によって得られる干渉図形の例を示す。
　また本発明は、前述したような複数の検出器をマトリックス構成で配置したものを含む
分光結像システムに関する。図５および６に、前記複数の検出器を検出器マトリックスの
サポートの表面に配置したものからなる構成要素の２つの実施形態を示す。マイクロレン
ズまたはホーンを設けることによって、波をシングル・モード導波路にマッチングさせる
ことが可能となるとともに、サポート上のスペースが解放されて、検出器の動作に必要な
エレクトロニクスを組み込むことが可能となる。
【００３４】
　図５および６において、前述した検出器のメイン要素とともに、ミラー５４および６４
、導波路およびミラーをサポートするサポート５３および６６、検出器の組５２および６
２を認識することができる。
【００３５】
　また前記マトリックスにおいて波についての測定を行なうために、光学システムとして
、その焦点面内に本発明の検出器のマトリックスが存在するように配置された光学システ
ムも使用される。
【００３６】
　マトリックスのすべての検出器からの信号が取り出される。そして、前述したように、
スペクトルがすべての点に対してコンピュータによって再構成される。その結果、スペク
トル画像が得られる。
【００３７】
　検出マトリックスを形成する多数の検出器に対する算出時間を最小にするために、処理
を並列化できることを理解されたい。
　前述において、本発明を一例として説明した。当業者であれば、特許の範囲を超えるこ
となく、本発明の種々の変形を実施できることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】単純な導波路を用いた本発明の検出器を示す図である。
【図２】本発明の検出器によって得られる干渉図形の例を示す図である。
【図３】無線の分野におけるマイクロ波周波数ラインを用いた本発明の検出器を示す図で
ある。
【図４】局所検出器（ホット・エレクトロン・ボロメータ（ＨＥＢ）超伝導体ワイヤなど
）が配置されるコアまで研磨された光ファイバを用いた本発明の検出器を示す図である。
【図５】シングル・モード導波路にマッチするためにマイクロレンズが設けられた要素を
用いた本発明の検出器を示す図であり、要素は、集積回路タイプの基板の表面に垂直に配
置されてマトリックスを形成している。
【図６】図５の検出器においてマイクロレンズの代わりにホーンを用いたものと、環状の
局所検出器の例とを示す図である。
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